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規 則

�愛媛県規則第２７号
災害救助法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

災害救助法施行細則の一部を改正する規則

災害救助法施行細則（昭和３５年愛媛県規則第１７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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適用を受けるものである。

改 正 後 改 正 前

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し又は流出し、居住す

る住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることがで

きないものに、建設し供与するもの（以下「建設型応急住宅」

という。）、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの（以下

「賃貸型応急住宅」という。）その他適切な方法により供与す

るものである。

ア 建設型応急住宅

� 省略

� 建設型応急住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨

を踏まえ、当該地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、

その設置のため支出することができる費用は、設置に係る

原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費、建築事務費

等の一切の経費として、６，２８５，０００円以内とする。

別表１（第３条関係）

救助の程度・方法及び期間

１ 避難所及び応急仮設住宅の供与

� 省略

� 応急仮設住宅

応急仮設住宅は、住家が全壊し、全焼し又は流出し、居住す

る住家がない者であつて、自らの資力では住家を得ることがで

きないものに、建設し供与するもの（以下「建設型応急住宅」

という。）、民間賃貸住宅を借り上げて供与するもの（以下

「賃貸型応急住宅」という。）その他適切な方法により供与す

るものである。

ア 建設型応急住宅

� 省略

� 建設型応急住宅の１戸当たりの規模は、応急救助の趣旨

を踏まえ、当該地域の実情、世帯構成等に応じて設定し、

その設置のため支出することができる費用は、設置に係る

原材料費、労務費、附帯設備工事費、輸送費、建築事務費

等の一切の経費として、５，７１４，０００円以内とする。

毎週（火・金）曜日発行 第３０９号 令和４年５月２４日

令和４年５月２４日火曜日 第３０９号
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�～� 省略

イ 省略

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

� 炊き出しその他による食品の給与

ア・イ 省略

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出する

ことができる費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１

人１日当たり１，１８０円以内とする。

エ 省略

� 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する

ことができる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当たり次

に定める額以内とする。この場合において、季別は、災害発生

の日をもつて決定する。

� 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

�～� 省略

イ 省略

２ 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給

� 炊き出しその他による食品の給与

ア・イ 省略

ウ 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出する

ことができる費用は、主食、副食及び燃料等の経費とし、１

人１日当たり１，１６０円以内とする。

エ 省略

� 省略

３ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

ア・イ 省略

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する

ことができる費用は、季別及び世帯区分により１世帯当たり次

に定める額以内とする。この場合において、季別は、災害発生

の日をもつて決定する。

� 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

１８，７００

円

２４，０００

円

３５，６００

円

４２，５００

円

５３，９００

円

７，８００
夏

季

４月

から

９月

まで

円

１８，８００

円

２４，２００

円

３５，８００

円

４２，８００

円

５４，２００

円

７，９００

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

３１，０００ ４０，１００ ５５，８００ ６５，３００ ８２，２００ １１，３００
冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

３１，２００ ４０，４００ ５６，２００ ６５，７００ ８２，７００ １１，４００

� 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 � 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

季

別
期間

１人

世帯

２人

世帯

３人

世帯

４人

世帯

５人

世帯

６人以

上１人

増すご

とに加

算する

額

夏

季

４月

から

９月

まで

円

６，１００

円

８，２００

円

１２，３００

円

１５，０００

円

１８，９００

円

省略

夏

季

４月

から

９月

まで

円

６，１００

円

８，３００

円

１２，４００

円

１５，１００

円

１９，０００

円

省略

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

９，９００ １２，９００ １８，３００ ２１，８００ ２７，４００

省略

冬

季

１０月

から

翌年

３月

まで

１０，０００ １３，０００ １８，４００ ２１，９００ ２７，６００

省略

エ 省略 エ 省略
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告 示

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。

�愛媛県告示第５６８号
次のとおり落札者を決定した。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

４・５ 省略

６ 被災した住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場、便所等日常生活に

欠くことのできない部分とし、その修理のため支出することが

できる費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。

� �に掲げる世帯以外の世帯 ６５５，０００円

� 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯

３１８，０００円

ウ・エ 省略

７ 省略

８ 学用品の給与

ア・イ 省略

ウ 学用品の給与のため支出することができる費用は、次に定め

る額以内とする。

� 省略

� 文房具及び通学用品費

小学校児童 １人当たり ４，７００円

中学校生徒 １人当たり ５，０００円

高等学校等生徒 １人当たり ５，５００円

エ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出することができる費用は、１体当たり大人

２１３，８００円以内、小人１７０，９００円以内とする。

エ 省略

１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出することができる費用は、ロープ、

スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購

入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町内において障害

物の除去を行つた１世帯当たり平均１３８，３００円以内とする。

ウ 省略

１２ 省略

４・５ 省略

６ 被災した住宅の応急修理

ア 省略

イ 住宅の応急修理の規模は、居室、炊事場、便所等日常生活に

欠くことのできない部分とし、その修理のため支出することが

できる費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。

� �に掲げる世帯以外の世帯 ５９５，０００円

� 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯

３００，０００円

ウ・エ 省略

７ 省略

８ 学用品の給与

ア・イ 省略

ウ 学用品の給与のため支出することができる費用は、次に定め

る額以内とする。

� 省略

� 文房具及び通学用品費

小学校児童 １人当たり ４，５００円

中学校生徒 １人当たり ４，８００円

高等学校等生徒 １人当たり ５，２００円

エ 省略

９ 埋葬

ア・イ 省略

ウ 埋葬のため支出することができる費用は、１体当たり大人

２１５，２００円以内、小人１７２，０００円以内とする。

エ 省略

１０ 省略

１１ 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日

常生活に著しい支障を及ぼしているもの（以下「障害物」とい

う。）の除去

ア 省略

イ 障害物の除去のため支出することができる費用は、ロープ、

スコップその他除去のため必要な機械、器具等の借上費又は購

入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町内において障害

物の除去を行つた１世帯当たり平均１３７，９００円以内とする。

ウ 省略

１２ 省略

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

震度情報ネットワークシステム計測
震度計等更新業務の委託 一式

愛媛県県民環境部
防災局防災危機管
理課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和４年５月１１日
西日本電信電話株式会
社四国支店
愛媛県松山市一番町四
丁目３番地

２３３，２００，０００円 一般競争入札 令和４年３月２９日
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�愛媛県告示第５６９号
国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第６条の３第２項に規定す

る令和４年度の事業計画を、令和４年４月１日次のとおり定めた。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５７０号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１４

条の規定により、次の肥料の登録は、失効した。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第５７１号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

２ 都市計画を変更する土地の区域

松山広域都市計画区域

�������
�愛媛県告示第５７２号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定に基づ

き、次のように都市計画を変更した。

その都市計画の図書は、愛媛県庁において公衆の縦覧に供する。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 都市計画の種類及び名称

松山広域都市計画区域区分

２ 都市計画を変更する土地の区域

松山広域都市計画区域

�������
�愛媛県告示第５７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

令和４年５月２４日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第５７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市大町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和４年５月２４日

愛媛県東予地方局長 山 本 泰 士

�愛媛県告示第５７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和４年５月２４日

愛媛県知事 中 村 時 広

調査を行う
者 の 名 称 調 査 地 域 調 査 期 間 摘 要

八町西１丁目等４
単位区域 令和５年３月３１日まで 地籍調査

今 治 市 広紹寺町１丁目等
７単位区域 〃 〃

北鳥生町１丁目等
７単位区域 〃 〃（概況調査）

八 幡 浜 市 諏訪崎 令和５年３月３１日まで 地籍調査

新 居 浜 市
保土野の一部第２ 令和５年３月３１日まで 地籍調査

芋野の一部 〃 〃

西 条 市
千町の第二・藤之
石の第二 令和５年３月３１日まで 地籍調査

兎之山の第１ 〃 〃

四国中央市

川滝町下山・領家
７ 令和５年３月３１日まで 地籍調査

富郷町津根山５ 〃 〃

土居町上野・畑
野・浦山１ 〃 〃

川滝町下山・領家
８ 〃 〃

金砂町小川山２ 〃 〃

川之江町東部埋立 〃 〃

松 前 町 浜（新立）第２地
区 令和５年３月３１日まで 地籍調査

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和４年
５月１１日

愛媛県第
１２８７号

魚かす粉
末

南海魚粕
粉末７８０

窒素全量
７．０

りん酸全
量 ８．０

南海物産株式会
社
愛媛県松山市古
三津２丁目２０番
３８号

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 尾 崎 精 一 四国中央市土居町畑野８２３番地２

監 事 星 川 賢 二 四国中央市川之江町３０８７番地６

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 � 橋 藤 信 四国中央市土居町土居１００９番地



愛 媛 県 報令和４年５月２４日 第３０９号

４９８

選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
不在者投票のできる施設の指定（平成２２年２月愛媛県選挙管理委員会告示第９号）の一部を次のように改正する。

令和４年５月２４日

愛媛県選挙管理委員会委員長 大 塚 岩 男

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 �万中山線 喜多郡内子町臼杵２７９２番３ 令和４年５月２４日

改 正 後 改 正 前

１～３ 省略

４ 老人ホーム

１～３ 省略

４ 老人ホーム

名 称 種 類 所 在 地 指定年月日 名 称 種 類 所 在 地 指定年月日

省略 省略

サービス付き高

齢者住宅スウィ

ング大町

省略 サービス付き高

齢者住宅スウィ

ング大町

省略

特別養護老人ホ

ームせせらぎ

特別養護老

人ホーム

西条市大町７３６－

１

令和４年５月

１３日

省略 省略

５・６ 省略 ５・６ 省略

令和４年５月２４日 発行


